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(57)【要約】
　【課題】使用性に優れる固形粉末化粧料を提供する。
　【解決手段】 荷重２ポンドにおけるオルセン硬度計での針入硬度が６０～９５の固形
粉末化粧料。　ビッカース硬度が７以下の粉体を含有させることが好ましい。また、該固
形粉末化粧料はビッカース硬度が７以下の有機球状粉体を含有する粉体成分及び油剤から
なる化粧料基剤に揮発性油剤を加えてスラリーとし、該スラリーを容器に充填した後、前
記溶剤を除去して調製するという製法をとることが好ましい。
　【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
固形粉末化粧料において、荷重２ポンドにおけるオルセン硬度計での針入硬度が６０～９
５の固形粉末化粧料。
【請求項２】
前記固形粉末化粧料は、ビッカース硬度が７以下の粉体を含有するものであることを特徴
とする、請求項１に記載の固形粉末化粧料。
【請求項３】
ビッカース硬度が７以下の有機球状粉体を含有する粉体成分及び油剤からなる化粧料基剤
に揮発性油剤を加えてスラリーとなし、該スラリーを容器に充填した後、前記溶剤を除去
して調製することを特徴とする、請求項１又は２に記載の固形粉末化粧料。
【請求項４】
ビッカース硬度が７以下の有機球状粉体が架橋型アクリルポリマーであることを特徴とす
る請求項１～３何れか１項に記載の固形粉末化粧料。
【請求項５】
有機球状粉体が（メタ）アクリル酸エステル及び二価アルコールの（メタ）アクリル酸ジ
エステルのコポリマーであることを特徴とする請求項１～４何れか１項に記載の固形粉末
化粧料。
【請求項６】
有機粉体の含有量が化粧料全体（粉体成分全体）の５質量％～２０質量％であることを特
徴とする請求項１～５記載の固形粉末化粧料。
【請求項７】
固形粉末化粧料の製造法であって、粉体成分及び油剤からなる化粧料基剤に揮発性油剤を
加えてスラリーとなし、該スラリーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を除去して固形
粉末化粧料となすことを特徴とする、固形粉末化粧料の製造法。
【請求項８】
固形粉末化粧料は、ビッカース硬度７以下の粉体を含有するものであることを特徴とする
、請求項７に記載の固形粉末化粧料の製造法。
【請求項９】
固形粉末化粧料は、荷重２ポンドにおけるオルセン硬度計での針入硬度が６０～９５であ
ることを特徴とする、請求項７又は８に記載の固形粉末化粧料の製造法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、化粧料に関し、更に詳細には、固形粉末化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パウダーファンデーション等の固形粉末化粧料は携帯性に優れており、近年ではルース
パウダータイプの粉末化粧料を凌駕している。しかしながら、携帯性のために使用性にお
いて、取り分け、肌上での延展性の良さ、肌への付着性の良さ、使用中に感じる感触の良
好さ、化粧料が使用中に肌と接触した際に、その感触の軽さはこの最たるものである。即
ち、固形粉末化粧料においては、肌上での延展性の良さ、肌への付着性の良さ等の機能に
加えて、使用中に肌で感じる感触が良好であること、及び、化粧料が使用中に肌と接触し
た際に、その感触が軽いことが強く望まれていると言える。
この要望に応えるため、球状のシリコーンエラストマー等の有機球状粉体を化粧料に含有
させる試みがなされている。（例えば、特許文献１、特許文献２を参照）しかしながら、
肌への軽い接触感を得るためには、これらの有機球状粉体の含有量を高くする必要があり
、有機球状粉体の含有量を高くすると、成形時に用いる圧力に対する反発により粉末化粧
料を中皿等の容器に充填できなくなる、出来たものでも物理的な安定性に欠如するという
課題が生じる。
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【０００３】
この課題を解決するために球状シリコーンエラストマーを含有する粉体成分と油剤からな
る化粧料基剤にエタノールなどの極性溶剤を添加してスラリーとした後、容器に充填し、
その後溶剤を除去して成形する、いわゆる"湿式成型法"を用いて、固形粉末化粧料を調製
する試みがなされている。（例えば特許文献３、４）この方法においても、成形性は改善
されるものの、使用感の向上には至っていない。
一方、揮発溶剤を用いた湿式成型法は知られていないし、溶剤を揮発油剤に置換すること
により、最終の成形製品の品質に大きな差異が現れることも全く知られていなかった。有
機球状粉体の硬度に着目し、一定硬度以下の有機粉体を配合し、湿式成形法により調製し
た固形粉末化粧料がいわゆる"フェザータッチ"の使用実感を有することも全く知られてい
なかった。
【０００４】
【特許文献１】特開平９－１７５９４０
【特許文献２】特開平９－３１５９３６
【特許文献３】特開平７－２７７９２４
【特許文献４】特開平９－２５５５２８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、このような事情を背景になされたものであり、固形粉末化粧料であって、使用
性に優れる化粧料を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　かかる状況を鑑みて、本発明者らは固形化粧料であって使用性に優れる化粧料を得るべ
く鋭意研究努力を重ねた結果、揮発油剤を用いたいわゆる湿式成型法により調製すること
で、目的とする固形粉末料が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。すなわ
ち、本発明は以下に示す通りである。
【０００７】
（１）　固形粉末化粧料において、荷重２ポンドにおけるオルセン硬度計での針入硬度が
６０～９５の固形粉末化粧料。
（２）　前記固形粉末化粧料は、ビッカース硬度が７以下の粉体を含有するものであるこ
とを特徴とする、（１）に記載の固形粉末化粧料。
（３）ビッカース硬度が７以下の有機球状粉体を含有する粉体成分及び油剤からなる化粧
料基剤に揮発性油剤を加えてスラリーとなし、該スラリーを容器に充填した後、前記溶剤
を除去して調製することを特徴とする、（１）又は（２）に記載の固形粉末化粧料。
（４）ビッカース硬度が７以下の有機球状粉体が架橋型アクリルポリマーであることを特
徴とする（１）～（３）何れか１項に記載の固形粉末化粧料。
（５）有機球状粉体が（メタ）アクリル酸エステル及び二価アルコールの（メタ）アクリ
ル酸ジエステルのコポリマーであることを特徴とする（１）～（４）何れか１項に記載の
固形粉末化粧料。
（６）有機粉体の含有量が化粧料全体（粉体成分全体）の５質量％～２０質量％であるこ
とを特徴とする（１）～（５）記載の固形粉末化粧料。
（７）固形粉末化粧料の製造法であって、粉体成分及び油剤からなる化粧料基剤に揮発性
油剤を加えてスラリーとなし、該スラリーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を除去し
て固形粉末化粧料となすことを特徴とする、固形粉末化粧料の製造法。
（８）固形粉末化粧料は、ビッカース硬度７以下の粉体を含有するものであることを特徴
とする、（７）に記載の固形粉末化粧料の製造法。
（９）固形粉末化粧料は、荷重２ポンドにおけるオルセン硬度計での針入硬度が６０～９
０であることを特徴とする、（７）又は（８）に記載の固形粉末化粧料の製造法。
【発明の効果】
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【０００８】
本発明によれば、使用性に優れる固形粉末化粧料を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
（１） 本発明の固形粉末化粧料
　本発明の固形粉末化粧料は、オルセン硬度計での針入硬度が６０～９５、より好ましく
は、７０～８５であること特徴とする。この様な性状の化粧料を得るためには、粉体成分
及び油剤成分を、揮発性油剤とともに混合、混練りし、これを中皿に充填し、しかる後に
、練合媒である揮発油剤を揮散せしめ、成形することにより製造される。ここにおいて、
本発明で用いることの出来る揮発性油剤は、軽質イソパラフィン、ジメチコン、シクロメ
チコンの何れかであって、沸点が１５０～２５０℃のものが好ましい。この様な揮発油剤
には既に化粧料原料として市販しているものが存し、この様な化粧品原料を購入して利用
することが出来る。この様な市販品の内、好ましいものとしては出光興産社製の「IPソル
ベント１６２０MU」、信越シリコーン社製の「シリコーンKF９６－１」などが好適に例示
できる。かかる練合媒としての揮発油剤は、唯一種を用いることも出来るし、二種以上を
組み合わせて用いることも出来る。またその量は、重量換算で粉体成分及び油剤成分から
なる化粧料基剤の０．２５～１．００倍であることが好ましい。練合においては、粉体の
二次凝集が出来る限り壊砕出来るような練合が好ましく、具体的には、土練機、ダブルプ
ラネタリーミキサー等を用いて混合、混練りすることが好ましい。混練りしてスラリーを
作成し、これを充填した後、揮発性油剤を揮散させて成形するが、揮発性油剤の揮散条件
としては、５０～１００℃で６～４８時間の送風条件が好ましく例示できる。
【００１０】
（２）本発明の化粧料に好適に含有される粉体
本発明の固形粉末化粧料は、前記湿式製法に加えて、硬度が低い粉体を含有することによ
り、前記の性状を確保することが出来る。即ち、ビッカース硬度が７以下の粉体、ことに
、有機球状粉体を含有する。該有機球状粉体としては、球状ポリウレタン、球状アクリル
系ポリマー、球状ポリアミド等が例示できるが、球状架橋型アクリルポリマーが好ましく
、球状の（メタ）アクリル酸エステル及び二価アルコールの（メタ）アクリル酸ジエステ
ルのコポリマーがより好ましい。この様な粉体は通常の固形粉末化粧料では、成形性を阻
害するため、その配合量は極めて限定されたものになっているが、前記の揮発性油剤を用
いた、湿式スラリー法での成形では、加圧成形後に粉体の弾性によってケーキが盛り上が
る現象が抑制されるので、オルセン針入硬度計による硬度を下げる原料として好適に使用
できる。
【００１１】
前述の有機球状粉体のコールターカウンターで測定した粒子径は１～２０ミクロン、好ま
しくは５～１５ミクロン、さらに好ましくは７～１３ミクロンである。粒子径が小さすぎ
ると、固形化粧料の嵩密度が高くなり、成形が困難になる場合が存し、また、粒子径が大
きすぎると固形化粧料の使用時に違和感が生じる場合が存する。
本発明の固形粉末化粧料の必須成分としての有機球状粉体は、例えば、以下の方法で合成
できる。すなわち、所定のモノマーを水中に液滴として分散し、加熱により、モノマー中
に溶解させた重合開始剤の分解よりモノマーを重合させて目的の球状粉体を得る。
また、市販品も存在し、かかる市販品を利用することも可能である。これらの市販品とし
てはマツモトマイクロスフェアーS―１００（登録商標；（アクリル酸ブチル／ジメタク
リル酸グリコール）クロスポリマー及び（メタクリル酸メチル／ジメタクリル酸グリコー
ル）クロスポリマーの混合物）等が例示できる。
【００１２】
本発明の固形粉末化粧料の必須成分としての有機球状粉体の含有量は固形粉末化粧料全体
（粉末成分全体）に対して５質量％～２０質量％であり、７質量％～１８質量％であるこ
とが好ましく、１０質量％～１５質量％であることがさらに好ましい。
該有機球状粉体の含有量が少なすぎると化粧料使用時に肌への軽い接触感が得られない場
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合が存し好ましくない。また、含有量が多すぎると化粧料使用時のパフへの取れ量が多す
ぎて好ましくない。
【００１３】
（３）本発明の固形粉末化粧料に含有される任意成分
本発明の化粧料は、固形粉末化粧料であり、パウダーファンデーション、プレストパウダ
ー等のベースメーク料、パウダーアイカラー、チークカラー等のポイントメーク料への適
用が可能であるが、その使用性を際だたせる点で、使用面積の大きなベースメーク料とし
ての使用が好ましい。この様な種々の固形粉末化粧料に適用するに際して、本発明の固形
粉末化粧料では、通常化粧料で使用される任意成分より、適宜好適な成分を選択し、適用
すべき固形粉末化粧料として好ましい性状のものに加工することが出来る。
【００１４】
かかる任意成分としては、例えば、マカデミアナッツ油、アボガド油、トウモロコシ油、
オリーブ油、ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、
パーム油、液状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キ
ャンデリラロウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノリン
、ホホバロウ等のオイル、ワックス類、流動パラフィン、スクワラン、プリスタン、オゾ
ケライト、パラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭化水
素類、オレイン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステ
アリン酸、ベヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類、セチルアルコール、ステアリル
アルコール、イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、
ミリスチルアルコール、セトステアリルアルコール等の高級アルコール等、イソオクタン
酸セチル、ミリスチン酸イソプロピル、イソステアリン酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジ
イソプロピル、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステア
リル、ジ－２－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコ
ール、ジ－２－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸グリセリ
ン、トリ－２－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメ
チロールプロパン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタンエリトリット等の合成エステ
ル油類、ジメチルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロ
キサン等の鎖状ポリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシク
ロペンタシロキサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポリシロキサン、
アミノ変性ポリシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキ
サン、フッ素変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン等のシリコーン油等の油剤類、
脂肪酸セッケン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウム等）、ラウリル硫酸カ
リウム、アルキル硫酸トリエタノールアミンエーテル等のアニオン界面活性剤類、塩化ス
テアリルトリメチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイド等
のカチオン界面活性剤類、イミダゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾ
リニウムヒドロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界
面活性剤（アルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチルタウ
リン等の両性界面活性剤類、ソルビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレート
、セスキオレイン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン
等）、プロピレングリコール脂肪酸エステル類（モノステアリン酸プロピレングリコール
等）、硬化ヒマシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エス
テル類（ＰＯＥソルビタンモノオレエート、モノステアリン酸ポリオキエチレンソルビタ
ン等）、ＰＯＥソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、
ＰＯＥグリセリン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリンモノイソステアレート等）、Ｐ
ＯＥ脂肪酸エステル類（ポリエチレングリコールモノオレート、ＰＯＥジステアレート等
）、ＰＯＥアルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアル
キルフェニルエーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯ
Ｅ・ＰＯＰアルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等）、
テトロニック類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒ
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マシ油等）、ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコシド等の非イオン界面活性剤類、ポ
リエチレングリコール、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、エリスリトール、ソ
ルビトール、キシリトール、マルチトール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコ
ール、ジグリセリン、イソプレングリコール、１，２－ペンタンジオール、２，４－－ヘ
キシレングリコール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オクタンジオール等の多価ア
ルコール類、ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類、
グアガム、クインスシード、カラギーナン、ガラクタン、アラビアガム、ペクチン、マン
ナン、デンプン、キサンタンガム、カードラン、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセ
ルロース、カルボキシメチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、コンド
ロイチン硫酸、デルマタン硫酸、グリコーゲン、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、ヒアルロ
ン酸ナトリウム、トラガントガム、ケラタン硫酸、コンドロイチン、ムコイチン硫酸、ヒ
ドロキシエチルグアガム、カルボキシメチルグアガム、デキストラン、ケラト硫酸，ロー
カストビーンガム，サクシノグルカン，カロニン酸，キチン，キトサン、カルボキシメチ
ルキチン、寒天、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリ
マー、ポリアクリル酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、ベントナイト等の増粘剤、
表面を処理されていても良い、マイカ、タルク、カオリン、合成雲母、炭酸カルシウム、
炭酸マグネシウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類
、表面を処理されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、
紺青、酸化チタン、酸化亜鉛の無機顔料類、表面を処理されていても良い、雲母チタン、
魚燐箔、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類、レーキ化されていても良い赤色２０２号、
赤色２２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色
２３０号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０３号、
青色１号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等の有機色素類、ポリエチレン末
、ポリメタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリシロキサンエラストマー等の有
機粉体類、パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸系紫外線吸収剤、サリチ
ル酸系紫外線吸収剤、桂皮酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、糖系紫外
線吸収剤、２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、
４－メトキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類、エタノール、
イソプロパノール等の低級アルコール類、ビタミンＡ又はその誘導体、ビタミンＢ６塩酸
塩，ビタミンＢ６トリパルミテート，ビタミンＢ６ジオクタノエート，ビタミンＢ２又は
その誘導体，ビタミンＢ１２，ビタミンＢ１５又はその誘導体等のビタミンＢ類、α－ト
コフェロール，β－トコフェロール，γ－トコフェロール，ビタミンＥアセテート等のビ
タミンＥ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピロロキノリンキ
ノン等のビタミン類などが好ましく例示できる。
【００１５】
これらを用いて、前記の揮発性油剤を練合媒とした湿式スラリー法でスラリーに加工し、
中皿に充填し、揮発性油剤を揮散せしめ、成形することにより、製造することが出来る。
尚、スラリー化に際しては、粉体成分に油剤をコーティングした後、さらに溶剤を混合し
中皿等の容器に充填しても良いし、粉体に油剤をコーティングする際に溶剤を共存させて
も良い。
【００１６】
以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明が実施例のみに限定されないこ
とは言うまでもない。
【００１７】
＜製造例１＞
（本発明の固形粉末化粧料の必須成分である有機球状粉体の製造）
　１Ｌビーカーに水５００ｍｌをとり水中に固形分２０％のコロイダルシリカ分散液、１
００ｇを添加した。これにメタクリル酸ブチル９８ｇ、ジビニルベンゼン２ｇ及び過酸化
ベンゾイル０．１ｇを混合溶解したものを添加した。ホモミキサーを用い、３０００ｒｐ
ｍで3分間攪拌混合を行い、Ｏ／Ｗ型の乳化物を得た。この乳化物を、温度計、窒素導入
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管、冷却器、攪拌機つきの四つ口セパラブルフラスコに採り、攪拌を続けながら８０℃で
４時間加熱し、重合反応を行った。温度を室温まで効果させた後、フラスコの内容物をろ
過し、純水で洗浄し、固形粉末化粧料の必須成分である有機球状粉体１を得た。有機球状
粉体１は平均粒子系１０μであり、ビッカース硬度は６であった。
【実施例】
【００１８】
＜実施例１～４＞　＜比較例１～３＞
以下に示す行程に従って固形化粧料であるパウダーファンデーションを作成した。すなわ
ち、表１（イ）成分をヘンシェルミキサーで混合した後、パルベライザーで粉砕した。そ
の後、再びヘンシェルミキサーでこの混合物を攪拌しながら（ロ）成分を添加し、混合を
続け、化粧料基剤を得た。得られた化粧料基剤をヘンシェルミキサーから取り出した後、
再びパルベライザーで粉砕し、実施例１～４及び比較例２～３に於いてはダブルプラネッ
トミキサー（ＤＰＭ）中で、質量換算で化粧料基剤１に対してイソパラフィン０．５の割
合で両者を混練しスラリー作成した。このスラリーをアルミ中皿に充填し、真空条件下で
イソパラフィンを除去してパウダーファンデーションを得た。また、比較例１に於いては
パルベライザーで粉砕した化粧料基剤を常法により、金型を用いて半自動プレス機にてア
ルミナ中皿への充填を試みたが、化粧料基剤が中皿よりはみだし、充填が不可能であった
。
なお、表1中の数字は質量％を表す。
【００１９】
【表１】

１）ビッカース硬度４～５
＊ ２）マツモトマイクロスフェアーＭ２０１（登録商標；松本油脂製制約株式会社製）
：ビッカース硬度１９～２０
＊ ３）シリコーンＫＳＰ３００（登録商標；信越化学株式会社製）
　　　：ビッカース硬度９～１０
【００２０】
＜試験例１＞
摩擦感テスターによる動摩擦係数の測定
市販の摩擦感テスターのステンレス製の専用磁具の先端に付着性テープを貼付し、実施例
１～４及び比較例２、３のパウダーファンデーションサンプルを塗布した後、５０ｇ荷重
をかけて、人工皮革上を３０ｍｍ移動間の動摩擦係数を測定した結果と荷重２ポンドにお
けるオルセン針入硬度を併せて表２に示す。
【００２１】
＜試験例３＞
　パウダーファンデーションの官能評価
実施例１～４及び比較例１～２のパウダーファンデーションを肌に塗布した場合の使用感
を評価した。すなわち熟練した評価者５名により実施例１～４及び比較例２～３のパウダ
ーファンデーションを使用した場合の感触・機能を以下の観点で評価し５名の平均点を評
点とした。結果を表３に示す。

（１） ファンデーションの伸びの良さ　　　良い；５　やや良い；４　普通；３　やや
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悪い；２　悪い；１
（２） 肌への密着性（粉浮きの程度で判定）　良い；５　やや良い；４　普通；３　や
や悪い；２　悪い１
（３） 肌への接触実感　ほとんど感じない；５　僅かに感じる；４　感じる；３　かな
り感じる；２　はっきり感じる；１
【００２２】
【表２】

【００２３】

【表３】

【００２４】
　表２より本発明の固形化粧料は動摩擦係数が非常に低く、使用時に於ける肌との摩擦が
低く、非常に軽い使用が期待される。表３より、この期待される使用感は実使用において
確認され、本発明の固形粉末化粧料が肌への延展性、付着性といった機能に優れるととも
に肌への接触実感が極端に少ないという使用感にも優れることが証明された。
【００２５】
＜実施例６～９＞　＜比較例３～４＞
以下に示す行程に従って固形化粧料であるパウダーアイカラーを作成した。すなわち、表
４（イ）成分をヘンシェルミキサーで混合した後、パルベライザーで粉砕した。その後、
ダブルプラネットミキサー（ＤＰＭ）中に粉砕した（イ）成分、（ロ）成分及びイソパラ
フィンを、質量換算で（イ）と（ロ）の和１に対してイソパラフィン０．５の割合で添加
し、全体を混練しスラリー作成した。このスラリーをアルミ中皿に充填し、真空条件下で
イソパラフィンを除去してパウダーアイカラーを得た。なお、表４中の数字は質量％を表
す。
【００２６】
【表４】

＊ １）ビッカース硬度４～５
＊ ２）マツモトマイクロスフェアーＭ２０１（登録商標；松本油脂製制約株式会社製）
：ビッカース硬度１９～２０
＊ ３）シリコーンＫＳＰ３００（登録商標；信越化学株式会社製）
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　　　：ビッカース硬度９～１０
【００２７】
＜試験例３＞
摩擦感テスターによる動摩擦係数の測定
　試験例１と同様に実施例６～９及び比較例４～５の動摩擦係数を測定した結果を及び荷
重２ポンドにおけるオルセン針入硬度を併せて表５に示す。
【００２８】
＜試験例４＞
　パウダーアイカラーの官能評価
実施例６～９及び比較例３～４のパウダーアイカラーを肌に塗布した場合の使用感を試験
例２と同様に評価した。結果を表６に示す。
【００２９】
【表５】

【００３０】
【表６】

【００３１】
　表５，６の結果より、使用面積の比較的小さなポイントメークであるアイカラーに於い
ても本発明の固形粉末化粧料の動摩擦係数が小さいという優れた物理的特性により、使用
時における肌への接触実感が極端に少ないというすぐれた感触が発揮されることが実証さ
れた。
【００３２】
＜比較例６＞
　実施例１の化粧料の処方を用い、練合媒をイソパラフィンより、エタノールに代えて、
同様に操作し、オルセン硬度計で２ポンドの荷重条件で針入硬度を測定したところ、５５
であり、本願発明の化粧料の特性を有しないことが判明した。
【００３３】
＜実施例１０＞
実施例１の化粧料の練合媒をイソパラフィンより、シクロメチコンに代え、同様に操作し
て実施例１０の化粧料を得た。このもののオルセン針入硬度は６８であった。
【００３４】
＜実施例１１＞
実施例１の化粧料の練合媒をイソパラフィンより、ジメチコン（１ｍＰａ・ｓ）に代え、
同様に操作して実施例１０の化粧料を得た。このもののオルセン針入硬度は７２であった
。
【００３５】
＜試験例５＞
パウダーファンデーションの官能評価
実施例１０～１１及び比較例６のパウダーファンデーションを肌に塗布した場合の使用感
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を試験例２と同様に評価した。結果を表７に示す。
【００３６】
【表７】

表７からも本発明の化粧料は使用性に優れることが判る。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
化粧料　特にメークアップ化粧料に有効に活用できる。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description

